
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

昭和56年５月31日以前に建築された居住用家屋の耐震改修をし
た場合に、改修費用の一定額を税額控除できる「耐震改修促進税
制」の適用を受けるには、地方公共団体の一定の計画区域内で建
築されたものという地域要件がありましたが、この要件が廃止さ
れ本年６月30日以後の改修契約分から適用されています。
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11 2011

ワンポイント

1 1月の税務と労務

耐震改修促進税制の地域要件を廃止

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承
認申請 11月15日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）11月30日

国　税／12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告

（年3回の場合）11月30日

国　税／3月決算法人の中間申告
11月30日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告

（年3回の場合）11月30日
地方税／個人事業税第2期分の納付

都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間  11月11日〜11月17日
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固
定
資
産
と
は
、「
企
業
が
そ
の
営

業
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
所
有
し
、

か
つ
、
そ
の
加
工
も
し
く
は
売
却
を

予
定
し
な
い
財
貨
は
、
固
定
資
産
に

属
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
義
さ
れ

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
土
地
建

物
や
機
械
の
ほ
か
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

や
出
資
金
な
ど
の
よ
う
に
、
会
社
が

長
期
間
に
わ
た
っ
て
所
有
・
利
用
す

る
資
産
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
固
定

資
産
は
、「
有
形
固
定
資
産
」、「
無
形

固
定
資
産
」
及
び
「
投
資
そ
の
他
の

資
産
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

固
定
資
産
は
長
期
的
に
活
用
し
資

金
を
回
収
し
て
い
く
資
産
で
す
。
基

本
的
に
自
己
資
本
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

る
こ
と
が
理
想
で
す
が
、
中
小
企
業

で
は
自
己
資
本
が
過
小
な
傾
向
が
多

く
、
実
際
は
借
入
に
よ
り
賄
う
ケ
ー

ス
が
多
い
の
が
実
情
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
取
得
前
に
は
慎
重
に
投
資
の

効
率
等
を
含
め
て
検
討
し
、
投
資
資

金
が
回
収
で
き
、
借
入
金
が
返
済
で

き
る
か
を
十
分
に
吟
味
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
取

得
前
に
は
こ
の
固
定
資
産
を
十
分
に

検
討
で
き
て
い
て
も
取
得
後
の
管
理

が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス

が
よ
く
あ
り
ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ

は
、
取
得
後
の
固
定
資
産
の
管
理
に

つ
い
て
の
お
話
で
す
。

中
小
企
業
に
お
け
る
固
定
資
産
の

管
理
は
、
経
営
を
し
て
い
く
う
え
で
、

固
定
資
産
台
帳
や
リ
ー
ス
資
産
台
帳

の
作
成
、
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の

区
分
の
明
確
化
な
ど
、
通
常
、
経
理

部
が
行
っ
て
い
ま
す
。
固
定
資
産
は

長
期
間
使
用
す
る
も
の
で
す
か
ら
、

紛
失
、
盗
難
や
災
害
に
よ
る
滅
失
な

ど
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
た
め
に
、
継

続
的
に
「
現
物
管
理
」
を
す
る
こ
と

が
大
変
重
要
で
す
。

現
物
管
理
と
は
、
帳
簿
上
の
み
の

管
理
で
は
な
く
実
際
に
現
物
が
ど
の

よ
う
な
状
況
下
に
あ
る
か
を
き
っ
ち

り
と
確
認
し
管
理
す
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。
こ
の
現
物
管
理
は
経
理
部
で

で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

は
、
現
物
管
理
を
す
る
手
順
は
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
は
、
管
理
部
署
あ
る
い
は
管

理
責
任
者
を
決
め
る
こ
と
が
基
本
で

す
。
そ
し
て
、
経
理
部
や
総
務
部
よ

り
現
物
実
査
依
頼
を
行
い
、
実
査
報

告
（
固
定
資
産
の
現
在
の
使
用
状
況
、

稼
動
状
況
、
そ
の
他
の
状
況
）
を
も

と
に
報
告
書
を
作
成
し
提
出
し
て
も

ら
い
ま
す
。
こ
の
際
、
不
明
な
部
分

が
あ
れ
ば
、
管
理
部
署
あ
る
い
は
管

理
責
任
者
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
い

原
因
を
追
求
し
ま
す
。

そ
れ
を
も
と
に
、
稼
動
状
況
や
保

守
管
理
状
況
の
管
理
簿
を
作
成
す
る

な
ど
現
物
管
理
を
し
た
う
え
で
、
遊

休
資
産
や
不
要
資
産
の
処
分
、
減
損
処

理
の
判
定
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
可
否
、

現
物
管
理
な
ど
の
検
討
を
行
い
、
固
定

資
産
台
帳
等
の
更
新
を
行
い
ま
す
。

固
定
資
産
の
除
却

固
定
資
産
は
、
長
期
間
の
使
用
や

稼
動
頻
度
が
過
多
で
寿
命
が
到
来
す

る
と
、
廃
棄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
ま
だ
使
用
で
き
る
状
態
で
あ

っ
て
も
陳
腐
化
し
た
場
合
な
ど
に
は

新
し
い
も
の
と
取
り
替
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
固

定
資
産
の
除
却
を
実
際
に
帳
簿
上
で

も
行
い
ま
す
。

固
定
資
産
の
除
却
は
、
現
物
管
理

の
報
告
書
の
中
で
、
現
物
を
管
理
す

る
部
門
か
ら
経
理
部
門
に
対
し
て
除

却
の
申
請
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、

実
際
に
除
却
の
必
要
性
を
検
討
し
た

上
で
除
却
の
承
認
を
行
い
、
除
却
を

実
施
し
ま
す
。
除
却
の
事
実
を
証
拠

と
し
て
残
す
た
め
に
は
、
廃
棄
の
様

子
を
写
真
に
残
す
こ
と
や
、
資
産
を

廃
棄
し
た
証
明
書
を
処
分
し
た
業
者

か
ら
入
手
し
て
お
く
こ
と
な
ど
も
重

要
で
す
。
こ
れ
は
税
務
調
査
に
お
い

て
も
、
実
際
に
除
却
処
理
を
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

証
拠
書
類
に
な
り
ま
す
。

固
定
資
産
の
移
動

固
定
資
産
の
設
置
場
所
を
支
店
間

や
社
内
で
移
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
、
そ
の
事
実
を
各
管

理
部
署
か
ら
経
理
部
に
報
告
す
る
こ
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と
は
重
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
部
門

別
の
損
益
計
算
を
行
う
な
ど
の
管
理

会
計
上
、
各
部
門
に
付
加
す
る
コ
ス

ト
計
算
な
ど
に
影
響
し
ま
す
し
、
建

設
業
や
製
造
業
で
あ
れ
ば
原
価
計
算

に
も
影
響
し
ま
す
。

償
却
資
産
税
の
申
告
に
つ
い
て
も
、

各
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
に
対
し

て
移
動
の
報
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
経
理
部
門
で
は
、
固
定
資
産

の
所
在
場
所
を
常
に
正
し
く
把
握
し

て
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
移
動
の

状
況
が
漏
れ
て
い
な
い
か
現
物
管
理

時
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
も
必
要
で

す
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
付

土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
る
と

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
土
地
・
建
物
が
所
在
す
る
地
域

に
よ
っ
て
は
、
都
市
計
画
税
も
課
税

さ
れ
ま
す
。
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
に
つ
い
て
は
、
償
却
資
産
税
の

よ
う
な
申
告
は
必
要
な
く
、
毎
年
一

月
一
日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
市

町
村
長
か
ら
税
額
の
通
知
が
あ
り
ま

す
。
納
付
は
、
原
則
と
し
て
四
月
、

七
月
、
十
二
月
、
翌
年
二
月
の
四
回

に
分
け
て
行
う
か
、
四
月
に
一
括
納

付
し
ま
す
。
税
務
上
は
四
月
の
時
点

で
全
額
を
未
払
金
と
し
て
損
金
処
理

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

税
額
は
、
土
地
・
建
物
の
価
格
と

し
て
市
町
村
が
基
準
年
度
（
原
則
三

年
ご
と
）
に
評
価
し
た
固
定
資
産
税

評
価
額
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

都
市
計
画
税
も
同
様
で
す
。
固
定
資

産
税
評
価
額
に
一
定
の
負
担
調
整
措

置
等
を
施
し
て
算
定
し
た
固
定
資
産

税
課
税
標
準
額
に
対
し
て
、
標
準
税

率
で
あ
る
一
・
四
％
を
乗
じ
て
税
額

を
算
定
し
ま
す
（
法
律
で
は
、
こ
れ

以
上
の
税
率
を
課
す
こ
と
を
認
め
て

い
ま
す
）。
都
市
計
画
税
は
同
様
に
、

標
準
税
率
〇
・
三
％
を
乗
じ
て
税
額

を
算
定
し
ま
す
。

賃
貸
不
動
産
の
管
理

所
有
し
て
い
る
固
定
資
産
の
な
か

に
、
賃
貸
す
る
目
的
で
所
有
し
て
い

る
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
場
合

に
は
、
前
記
の
固
定
資
産
管
理
の
ほ

か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
件
ご
と
の
収

支
や
保
証
金
・
敷
金
を
把
握
す
る
こ

と
も
必
要
で
す
。
空
室
率
が
高
い
、

家
賃
が
滞
っ
て
い
る
な
ど
の
ケ
ー
ス

が
あ
る
場
合
、
収
支
や
資
金
繰
り
に

支
障
を
き
た
す
た
め
、
早
急
に
改
善

す
る
た
め
の
対
策
を
立
て
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
賃
貸
不
動
産
は
使
用
が
他

人
で
あ
る
た
め
自
社
利
用
と
は
ま
た

違
っ
た
意
味
で
の
法
的
リ
ス
ク
を
負

い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
含
め
た
修
繕

計
画
や
保
険
の
加
入
も
重
要
と
な
り

ま
す
。

遊
休
固
定
資
産
の
管
理

遊
休
固
定
資
産
の
管
理
も
重
要
で

す
。
現
物
管
理
を
行
っ
た
結
果
、
固

定
資
産
の
中
に
、
現
在
使
用
し
て
い

な
い
遊
休
状
態
の
も
の
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
か
？
例
え
ば
、
稼
働
率
が

下
が
り
使
用
を
停
止
し
て
い
る
製
造

用
の
機
械
や
閉
鎖
し
た
店
舗
跡
地
な

ど
の
不
動
産
で
す
。
こ
の
よ
う
な
遊

休
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
遊
休
状

態
に
あ
る
こ
と
を
常
に
把
握
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上

で
、
毎
年
発
生
す
る
維
持
コ
ス
ト

（
固
定
資
産
税
等
）
を
計
算
し
ま
す
。

遊
休
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
会

社
に
収
益
を
も
た
ら
し
ま
せ
ん
し
場

所
も
と
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

維
持
コ
ス
ト
や
家
賃
の
み
が
延
々
と

続
く
た
め
、
将
来
に
わ
た
っ
て
利
用

方
法
が
な
い
場
合
、
早
期
に
売
却
な

ど
の
処
分
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
。

減
損
会
計

中
小
企
業
で
は
現
在
義
務
付
け
ら

れ
て
お
ら
ず
、
法
人
税
法
上
も
一
部

を
除
い
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

固
定
資
産
の
減
損
会
計
を
意
識
し
て

行
う
こ
と
も
、
適
正
な
会
計
処
理
を

行
う
上
で
は
重
要
な
こ
と
で
す
。

減
損
会
計
と
は
、
固
定
資
産
の
収
益

性
が
悪
化
し
、
投
資
金
額
の
回
収
見

込
み
が
立
た
な
く
な
っ
た
帳
簿
価
額

を
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
回
収
可

能
な
金
額
に
減
額
さ
せ
る
会
計
処
理

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

対
象
と
な
る
固
定
資
産
が
減
損
の
兆

候
の
有
無
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断

し
ま
す
。

そ
の
結
果
、
減
損
の
兆
候
が
あ
り
、

か
つ
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
総

額
が
簿
価
を
下
回
る
場
合
に
は
、
帳

簿
価
額
と
そ
の
回
収
可
能
な
金
額
と

の
差
額
を
減
損
損
失
と
し
て
財
務
諸

表
に
反
映
さ
せ
ま
す
。
減
損
会
計
と

ま
で
い
か
な
く
て
も
、
現
在
の
固
定

資
産
の
時
価
を
知
る
こ
と
も
経
営
上

重
要
な
の
で
す
。
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AED

サッカー元日本代表の松田選手の訃報は
記憶に新しいですが、AED（自動体外式除
細動器）の設置があれば…と残念です。改
めて、その設置の重要性が認識されました。

現在、空港や新幹線の乗務員室と客室、
飛行機内、ホテル、駅、自動販売機など一
般の人が使える場所においてあるAEDは全
国で25万ヵ所にのぼります（2010年12月
現在、日本心臓財団より）。ずいぶん普及
が進んできており、実際、一般の人がAED
を使用して命が助かったケースは、一昨年
258件ありました（総務省消防庁）。

AEDは、心筋梗塞などで心臓が正常に動
かなくなった場合に、電気ショックを与え
ることで、心停止から回復させようとする
医療機器です。

2004年には厚生労働省により、医師や
救命士などの医療従事者だけでなく、医師
免許を持たない一般市民にも使用が認めら

れています。AEDの使い方は難しくないと
いわれておりますが、完全自動ではないの
で使用方法を理解把握しておく必要があり
ます。周囲の人と冷静にリーダーを決めて
一緒に行動し、まずは救急車を呼ぶことも
忘れてはなりません。

アメリカなど救命先進国では、AEDの価
格は日本に比べて３分の１くらいで、一般
家庭でもネット販売などで簡単に購入でき
るようです。これに対して日本の実勢価格
は25〜35万円くらいで販売されており、
まだまだ量産体制に入っておらず値段が高
いのがネックです。

大手のセキュリティ会社などでは、安い
ところだと月々５千円程度の料金からレン
タルもされているので、現状ではAEDの導
入を検討されている方は購入するより、ま
ずはレンタルの方が導入しやすいかもしれ
ません。

転ばぬ先の杖という精神で、公共施設だ
けでなく会社にAEDを必ず設置する。そん
な時代はもうすぐかもしれませんね。
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食料自給率が40％下回る

農林水産省は、食料自給率低下の要因
として、小麦や砂糖の原料のテンサイが、
天候不良によってまれに見る不作に見舞
われたことを挙げています。

また、東日本大震災と福島第一原子力
発電所事故による農産物への被害が2011
年度の食料自給率に影響を及ぼすとみら
れています。

政府は2010年度に戸別補償のモデル事
業を開始しました。自給率向上のため、
水田で麦や大豆、米粉用のコメを作った
場合、面積当たりの交付金を出しました。
しかし、自給率への品目別寄与度では、
コメはプラス0.6、大豆はゼロ、小麦はマ
イナス0.3と、大幅な改善にはつながりま
せんでした。

2011年度からは畑作物の収穫量に応じ
た交付金も出るので、麦や大豆など戸別
補償の本格実施で自給率アップを目指し
たいところです。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球


